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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶性ガラス板と、セッターとを交互に積層して前記結晶性ガラス板を複数有する積層
体を得る工程と、
　前記積層体を加熱して前記結晶性ガラス板を結晶化させることにより結晶化ガラス板を
得る工程と、
を備え、
　前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
の熱伝導率を相対的に低くし、それ以外の少なくとも一枚のセッターの熱伝導率を相対的
に高くする、結晶化ガラス板の製造方法。
【請求項２】
　前記熱伝導率が相対的に低いセッターの熱容量を、前記熱伝導率が相対的に高いセッタ
ーの熱容量よりも大きくする、請求項１に記載の結晶化ガラス板の製造方法。
【請求項３】
　前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
は、ムライト、アルミナ、コーディエライト、マグネシア及びジルコニアの少なくとも一
種を含む、請求項１または２に記載の結晶化ガラス板の製造方法。
【請求項４】
　結晶性ガラス板と、セッターとを交互に積層して前記結晶性ガラス板を複数有する積層
体を得る工程と、
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　前記積層体を加熱して前記結晶性ガラス板を結晶化させることにより結晶化ガラス板を
得る工程と、
を備え、
　前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
は、ムライト、アルミナ、コーディエライト、マグネシア及びジルコニアの少なくとも一
種を含み、且つ、前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも
一枚のセッターの熱容量を相対的に大きくし、それ以外の少なくとも一枚のセッターの熱
容量を相対的に小さくする、結晶化ガラス板の製造方法。
【請求項５】
　前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
が、それ以外の少なくとも一枚のセッターよりも厚い、請求項１～４のいずれか一項に記
載の結晶化ガラス板の製造方法。
【請求項６】
　前記複数のセッターのうち、前記積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
以外のセッターの少なくとも一つは、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素及びカ
ーボンの少なくとも一種を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の結晶化ガラス板の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結晶化ガラス板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばプロジェクタのデフォーカス基板、マイクロレンズアレイ基板、調理器用
トッププレートなどの部材は高強度であることや、耐熱性が高いことなどが要求され、こ
れらの部材として、結晶化ガラス板が広く用いられている。結晶化ガラス板は、結晶性ガ
ラス板を結晶化させることにより製造することができる。例えば、特許文献１には、セッ
ター上に結晶性ガラス板を載置した状態で熱処理することにより結晶性ガラス板を結晶化
させ、結晶化ガラス板を製造する方法が記載されている。また、特許文献１には、セッタ
ーは、アルミナ、ムライト、コーディエライト等のセラミックスにより構成することがで
きることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３０９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複数の結晶化ガラス板を高効率に製造する観点から、セッターと結晶性ガラ
ス板とを交互に複数積層した状態で熱処理し、複数の結晶性ガラス板の結晶化を一括して
行うことも考えられる。しかしながら、この場合は、得られる結晶化ガラス板に反りが生
じてしまったり、一部の結晶化ガラス板の結晶粒の大きさが所望する結晶粒の大きさの範
囲から外れてしまったりする場合がある。従って、結晶化ガラス板の良品率が低くなる場
合がある。
【０００５】
　本発明の主な目的は、結晶化ガラス板を高効率に、高い良品率で製造し得る方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る第１の結晶化ガラス板の製造方法では、結晶性ガラス板と、セッターとを
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交互に積層して結晶性ガラス板を複数有する積層体を得る。積層体を加熱して結晶性ガラ
ス板を結晶化させることにより結晶化ガラス板を得る。複数のセッターのうち、積層体の
最外層に位置する少なくとも一枚のセッターの熱伝導率を相対的に低くし、それ以外の少
なくとも一枚のセッターの熱伝導率を相対的に高くする。
【０００７】
　本発明に係る第１の結晶化ガラス板の製造方法では、熱伝導率が相対的に低いセッター
の熱容量を、熱伝導率が相対的に高いセッターの熱容量よりも大きくすることが好ましい
。
【０００８】
　本発明に係る第２の結晶化ガラス板の製造方法では、結晶性ガラス板と、セッターとを
交互に積層して結晶性ガラス板を複数有する積層体を得る。積層体を加熱して結晶性ガラ
ス板を結晶化させることにより結晶化ガラス板を得る。複数のセッターのうち、積層体の
最外層に位置する少なくとも一枚のセッターの熱容量を相対的に大きくし、それ以外の少
なくとも一枚のセッターの熱容量を相対的に小さくする。
【０００９】
　本発明に係る第１及び第２の結晶化ガラス板の製造方法では、それぞれ、複数のセッタ
ーのうち、積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッターが、それ以外の少なくと
も一枚のセッターよりも厚くてもよい。
【００１０】
　本発明に係る第１及び第２の結晶化ガラス板の製造方法では、それぞれ、複数のセッタ
ーのうち、積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター以外のセッターの少なく
とも一つは、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素及びカーボンの少なくとも一種
を含むことが好ましい。
【００１１】
　本発明に係る第１及び第２の結晶化ガラス板の製造方法では、それぞれ、複数のセッタ
ーのうち、積層体の最外層に位置する少なくとも一枚のセッターは、ムライト、アルミナ
、コーディエライト、マグネシア及びジルコニアの少なくとも一種を含むことが好ましい
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、結晶化ガラス板を高効率に、高い良品率で製造し得る方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態における熱処理工程を説明するための略図的断面図である。
【図２】第２の実施形態における熱処理工程を説明するための略図的断面図である。
【図３】変形例における熱処理工程を説明するための略図的断面図である。
【図４】変形例における熱処理工程を説明するための略図的平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態
は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
【００１５】
　また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材
は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的
に記載されたものである。図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法
の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場
合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
【００１６】
　本実施形態では、結晶性ガラス板１から結晶化ガラス板を製造する方法について説明す
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る。
【００１７】
　まず、複数の結晶性ガラス板１と複数のセッター２とを用意する。そして、複数の結晶
性ガラス板１と複数のセッター２とを、交互に面接触させて積層することにより、複数の
結晶性ガラス板１を有する積層体３を作製する。積層体３において、最外層は、セッター
２により構成されていることが好ましい。また、セッター２の方が、結晶性ガラス板１よ
りも大面積に設けられていることが好ましい。
【００１８】
　結晶性ガラス板１の種類は、製造しようとする結晶化ガラス板に応じて適宜選択するこ
とができる。例えば、β石英固溶体を主結晶とする結晶化ガラス板を製造する場合には、
β石英固溶体が生じ得る結晶性ガラス板１を用いることができる。例えば、βスポジュメ
ン固溶体を主結晶とする結晶化ガラス板を製造する場合には、βスポジュメン固溶体が生
じ得る結晶性ガラス板１を用いることができる。
【００１９】
　次に、積層体３を、所望の結晶が所望量析出する温度にまで加熱して結晶性ガラス板１
を結晶化させることにより、結晶化ガラス板を製造することができる。積層体３を結晶核
が析出し得る温度に保持し、多数の結晶核を析出させた後に、所望の結晶粒が成長し、所
望量析出する温度にまで加熱することが好ましい。加熱温度や加熱時間は、結晶性ガラス
板１の組成や得ようとする結晶化ガラス板における結晶粒子径などに応じて適宜設定する
ことができる。加熱温度は、一般的には、８８０℃～９３０℃程度である。加熱時間は、
一般的には、１５分～６０分程度である。
【００２０】
　ところで、結晶化ガラス板の結晶化状態は、熱処理温度によって左右される。このため
、積層体中に温度むらが生じないようにすることが重要である。例えば、すべてのセッタ
ーを、高い熱伝導率を有し、かつ小さな熱容量を有するセッターにより構成した場合は、
積層体中において熱が伝導しやすい。このため、積層体の外側部分に位置する結晶性ガラ
ス板と、積層体の中央に位置する結晶性ガラス板との間の温度差が小さくなる。しかしな
がら、この場合は、積層体の外側部分に位置する結晶性ガラス板の温度が雰囲気温度の変
化により変化しやすい。通常、積層体の加熱は加熱炉内で行われるが、加熱炉内の温度は
、必ずしも厳密に一定に保持されているとはいえない。加熱炉内の温度は、種々の原因に
よって変化する。セッターの熱伝導率が高く、熱容量が小さな場合は、加熱炉内の温度が
変化すると、積層体の外側部分に位置する結晶性ガラス板の温度が変化しやすい。従って
、積層体の外側部分に位置する結晶性ガラス板に反りが生じやすい。
【００２１】
　積層体の外側部分に位置する結晶性ガラス板に反りが生じることを抑制する観点からは
、セッターの熱伝導率を高くし、熱容量を大きくすることが好ましい。しかしながら、こ
の場合は、積層体において熱が伝導しにくくなる。このため、積層体の外側部分に位置す
る結晶性ガラス板の温度と、積層体の中央に位置する結晶性ガラス板の温度とに差が生じ
やすい。従って、得られる結晶化ガラス板の結晶化状態にばらつきが生じやすい。
【００２２】
　ここで、本実施形態では、複数のセッター２のうち、積層体３の最外層に位置する少な
くとも一枚のセッター２ａ、２ｂの熱伝導率を相対的に低くするか、または熱容量を相対
的に大きくし、それ以外の少なくとも一枚のセッター２ｃの熱伝導率を相対的に高くする
か、または熱容量を相対的に小さくする。このため、積層体３が配された雰囲気の温度が
変化しても、その温度変化に伴って、積層体３の外側部分に配された結晶性ガラス板１の
温度が変化しにくい。従って、積層体３の外側部分に配された結晶性ガラス板１に反りが
生じにくい。
【００２３】
　また、複数のセッター２のうち、積層体３の最外層に位置する少なくとも一枚のセッタ
ー２ａ、２ｂ以外の少なくとも一枚のセッター２ｃの熱伝導率が相対的に高くされている
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か、または熱容量が相対的に小さくされている。このため、積層体３において熱が伝導し
やすい。よって、積層体３の外側部分に位置する結晶性ガラス板１の温度と、積層体３の
中央部分に位置する結晶性ガラス板１の温度との差を小さくすることができる。従って、
積層体３の外側部分に位置する結晶性ガラス板１から製造された結晶化ガラス板における
結晶化状態と、積層体３の中央部分に位置する結晶性ガラス板１から製造された結晶化ガ
ラス板における結晶化状態との差を小さくすることができる。
【００２４】
　従って、本実施形態の方法によれば、結晶化ガラス板を高効率に、高い良品率で製造し
得る。
【００２５】
　結晶性ガラス板１の反り及び温度むらをより小さくする観点からは、複数のセッター２
のうち、積層体３の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター２ａ、２ｂの熱伝導率を
相対的に低くし、それ以外の少なくとも一枚のセッター２ｃの熱伝導率を相対的に高くす
ると共に、積層体３の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター２ａ、２ｂの熱容量を
相対的に大きくし、それ以外の少なくとも一枚のセッター２ｃの熱容量を相対的に小さく
することが好ましい。また、複数のセッター２のうち、積層体３の最外層に位置する少な
くとも一枚のセッター２ａ、２ｂ以外のセッターのすべての熱伝導率を相対的に高くする
か、熱容量を相対的に小さくすることが好ましく、セッター２ａ、２ｂ以外のセッターの
すべての熱伝導率を相対的に高くすると共に、熱容量を相対的に小さくすることがより好
ましい。
【００２６】
　セッター２ｃの熱伝導率は、セッター２ａ、２ｂの熱伝導率の５倍以上であることが好
ましく、１０倍以上であることがより好ましい。
【００２７】
　セッター２ａ、２ｂの熱容量は、セッター２ｃの熱容量の１．５倍以上であることが好
ましく、２倍以上であることがより好ましい。但し、セッター２ａ、２ｂの熱容量が大き
すぎると、積層体３の熱容量が大きくなりすぎて結晶性板ガラス１が所望の温度に達せず
良品率が低下する場合がある。従って、セッター２ａ、２ｂの熱容量は、セッター２ｃの
熱容量の５０倍以下であることが好ましく、２０倍以下であることがより好ましい。
【００２８】
　なお、熱伝導率を相対的に小さくしたり、熱容量を相対的に大きくするセッター２ａ、
２ｂは、最も最外層に位置する１枚のセッターのみであってもよいし、最外層側に位置す
る、例えば２枚～３枚のセッターであってもよい。
【００２９】
　なお、熱伝導率が相対的に高く、熱容量が相対的に小さなセッターとしては、例えば、
炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素及びカーボンの少なくとも一種を含むセッタ
ーが挙げられ、熱伝導率が相対的に低く、熱容量が相対的に大きなセッターとしては、例
えば、ムライト、アルミナ、コーディエライト、マグネシア及びジルコニアの少なくとも
一種を含むセッターが挙げられる。従って、セッター２ａ、２ｂをムライト、アルミナ、
コーディエライト、マグネシア及びジルコニアの少なくとも一種を含むセッターとし、セ
ッター２ｃを、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素及びカーボンの少なくとも一
種を含むセッターとしてもよい。
【００３０】
　また、図２に示されるように、セッター２ａ、２ｂをセッター２ｃよりも厚くすること
によってセッター２ａ、２ｂの熱容量を大きくしてもよい。その場合、セッター２ａ、２
ｂの厚みは、セッター２ｃの厚みの１．５倍以上であることが好ましく、２倍以上である
ことがより好ましい。但し、セッター２ａ、２ｂが厚すぎると積層体３の高さが高くなり
すぎて焼成炉内に設置できない場合がある。従って、セッター２ａ、２ｂの厚みは、セッ
ター２ｃの厚みの１０倍以下であることが好ましく、５倍以下であることがより好ましい
。もっとも、セッター２ａ、２ｂとセッター２ｃとで構成材料が異なる場合などにおいて
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【００３１】
　なお、セッター２ａ、２ｂの厚みを厚くするために、セッター２ａ、２ｂを複数のセッ
ターの積層体により構成してもよい。
【００３２】
　また、セッター２ａ、２ｂの気孔率をセッター２ｃの気孔率よりも高くすることにより
、セッター２ａ、２ｂの熱伝導率をセッター２ｃの熱伝導率よりも低くしてもよい。
【００３３】
　なお、積層体３における結晶性ガラス板１の積層数が多くなるほど、積層体３における
結晶性ガラス板１の温度むらの問題が生じやすいため、本実施形態の技術は、積層体３に
おける結晶性ガラス板１の積層数が３以上の場合により好適に用いられ、５以上の場合に
さらに好適に用いられる。
【００３４】
　なお、図３及び図４に示すように、複数の積層体３間で、セッター２を共通に用いても
よい。すなわち、厚み方向において隣り合うセッター２間に複数の結晶性ガラス板１を配
置することにより、１セットのセッター２を用いて複数の積層体３を作製してもよい。
【符号の説明】
【００３５】
１…結晶性ガラス板
２…セッター
２ａ、２ｂ…積層体３の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター
２ｃ…積層体３の最外層に位置する少なくとも一枚のセッター以外の少なくとも一枚のセ
ッター
３…積層体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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